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告

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
に
係

る
公
告

（
東
部
振
興
）

一

○
埼
玉
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
管
理
シ
ス
テ

ム
機
器
賃
貸
借
及
び
保
守
管
理
業
務

に
関
す
る
入
札
公
告（

広
聴
広
報
課
）

一

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る

公
示

（
商
業
支
援
課
）

三

○
本
庄
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
に

係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

（
都
市
計
画
課
）

四

○
本
庄
都
市
計
画
防
火
地
域
及
び
準
防

火
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し

の
縦
覧

（

〃

）

四

○
本
庄
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に

係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

（

〃

）

四

○
指
定
確
認
検
査
機
関
の
住
所
及
び
事

務
所
の
所
在
地
の
変
更

（
建
築
安
全
課
）

五

埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
三
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
東
部
地

域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並

び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼

玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://
w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
八
月
七
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
視
覚
障
が
い
者
支

援
協
会
・
ひ
か
り
の
森

三

代
表
者
の
氏
名

松
田

和
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
越
谷
市
弥
生
町
一
丁
目
九
番
地
山

�
ビ
ル
二
Ｆ

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
広
く
一
般
市
民
を
対
象
と
し

て
視
覚
障
が
い
者
が
自
立
し
て
社
会
参
加
・

社
会
貢
献
す
る
た
め
に
相
談
事
業
、
生
活
訓

練
事
業
、
啓
発
事
業
な
ど
を
行
い
、
一
人
で

も
多
く
の
視
覚
障
が
い
者
を
支
援
し
、
広
く

社
会
に
貢
献
し
公
共
の
福
祉
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

埼玉県発行

埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
四
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

１
調
達
内
容

�
購
入
等
件
名
及
び
数
量

埼
玉
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
管
理
シ
ス
テ
ム
機
器
賃
貸
借
及
び
保
守
管
理
業
務
一
式

�
調
達
案
件
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

�
履
行
期
間

平
成
２２
年
１
月
１
日
（
金
）
か
ら
平
成
２６
年
１２
月
３１
日
（
水
）
ま
で
。
た
だ
し
、
平
成
２２

年
度
以
降
に
お
い
て
、
歳
入
歳
出
予
算
の
当
該
契
約
の
金
額
に
つ
い
て
減
額
又
は
削
除
が
あ

っ
た
場
合
は
、
当
該
契
約
を
解
除
す
る
。

�
履
行
場
所

埼
玉
県
県
民
生
活
部
広
聴
広
報
課
長
が
指
定
す
る
場
所

�
入
札
方
法

本
件
入
札
は
、
「
埼
玉
県
電
子
入
札
共
同
シ
ス
テ
ム
」
に
よ
り
行
う
。
た
だ
し
、
同
シ
ス

テ
ム
の
利
用
者
登
録
を
し
て
い
な
い
業
者
に
つ
い
て
は
、
紙
媒
体
に
よ
る
入
札
書
の
郵
送
又
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は
持
参
も
認
め
る
。

落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
入
力
し
、
又
は
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金

額
の
５
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す

る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業

者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
１０５
分
の
１００
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札

書
に
入
力
し
、
又
は
記
載
す
る
こ
と
。

２
競
争
入
札
参
加
資
格

�
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２２
年
政
令
第
１６
号
）
第
１６７
条
の
４
の
規
定
に
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

�
物
品
の
買
入
れ
等
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な

資
格
等
に
関
す
る
公
示
（
平
成
２０
年
埼
玉
県
告
示
第
１０３２

号
）
に
基
づ
き
、
業
種
区
分
が「
物

品
の
賃
貸
」
又
は
「
電
子
計
算
に
関
す
る
業
務
」
の
A
等
級
に
格
付
け
さ
れ
た
者
で
あ
る

こ
と
。

�
本
件
入
札
の
公
告
日
か
ら
落
札
決
定
日
ま
で
の
期
間
に
、
埼
玉
県
の
契
約
に
係
る
入
札
参

加
停
止
等
の
措
置
要
綱
（
平
成
２１
年
３
月
３１
日
付
け
入
審
第
５１３
号
）
に
基
づ
く
入
札
参
加

停
止
期
間
中
で
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

�
本
件
入
札
の
公
告
日
か
ら
落
札
決
定
日
ま
で
の
期
間
に
、
埼
玉
県
の
契
約
に
係
る
暴
力
団

排
除
措
置
要
綱
（
平
成
２１
年
４
月
１
日
付
け
入
審
第
９７
号
）
に
基
づ
く
入
札
参
加
除
外
措
置

を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

�
本
件
業
務
に
つ
い
て
、
仕
様
書
の
要
求
す
る
事
項
を
確
実
に
履
行
で
き
る
こ
と
を
証
明
し

た
者
で
あ
る
こ
と
（
入
札
説
明
書
の
２
�
に
規
定
す
る
「
埼
玉
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
管
理
シ
ス

テ
ム
機
器
賃
貸
借
及
び
保
守
管
理
業
務
仕
様
適
合
表
」
を
提
出
す
る
こ
と
。
詳
細
は
入
札
説

明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。）。

３
入
札
書
の
提
出
場
所
等

�
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
入
手
方
法

ア
「
埼
玉
県
電
子
入
札
共
同
シ
ス
テ
ム
」
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
場
合

入
手
手
順
は
、
次
の
と
お
り

�
埼
玉
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
）
を
開
く
。

�
電
子
サ
ー
ビ
ス
窓
口
の
「
入
札
・
調
達
」
を
選
択
す
る
。

�
埼
玉
県
電
子
入
札
総
合
案
内
（
工
事
・
物
品
）
メ
ニ
ュ
ー
内
の
「
３
：
シ
ス
テ
ム
入

口
」
を
選
択
す
る
。

�
「
入
札
情
報
公
開
シ
ス
テ
ム
」
を
選
択
す
る
。

�
調
達
機
関
は
「
埼
玉
県
」
を
選
択
す
る
。

�
部
局
名
は
「
県
民
生
活
部
」
を
選
択
す
る
。

�
課
所
名
は
「
広
聴
広
報
課
」
を
選
択
す
る
。

	
「
物
品
等
」
を
選
択
す
る
。



「
１
発
注
情
報
の
検
索
」
を
選
択
す
る
。

�
検
索
ボ
タ
ン
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
。

�
本
入
札
案
件
を
選
択
す
る
。

イ
紙
媒
体
で
の
入
手
を
希
望
す
る
場
合

３
�
の
交
付
場
所
に
お
い
て
交
付
す
る
（
事
前
に
電
話
に
よ
り
連
絡
を
す
る
こ
と
。）。

�
紙
媒
体
の
入
札
書
を
郵
送
し
、
又
は
持
参
す
る
場
合
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕

様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先
（
３
�
ア
の
場
合
を
含
む
。）

〒
３３０

―９３０１
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３
丁
目
１５
番
１
号
埼
玉
県
県
民
生
活
部
広
聴
広
報
課

ウ
ェ
ブ
情
報
担
当
木
村
、
笹
島
電
話
０４８

―８３０
―２８５２

（
直
通
）

�
入
札
書
受
付
期
間

ア
「
埼
玉
県
電
子
入
札
共
同
シ
ス
テ
ム
」
を
利
用
す
る
場
合

競
争
入
札
参
加
資
格
の
確
認
を
得
た
日
か
ら
平
成
２１
年
９
月
２９
日
（
火
）
正
午
ま
で

イ
紙
媒
体
の
入
札
書
を
郵
送
し
、
又
は
持
参
す
る
場
合

競
争
入
札
参
加
資
格
の
確
認
を
得
た
日
か
ら
平
成
２１
年
９
月
２８
日
（
月
）
午
後
５
時
ま

で
（
必
着
）

な
お
、
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
に
よ
る
こ
と
。

�
開
札
の
場
所
及
び
日
時

埼
玉
県
県
民
生
活
部
広
聴
広
報
課
平
成
２１
年
９
月
２９
日
（
火
）
午
後
２
時

な
お
、
開
札
へ
の
立
会
い
は
不
要
と
す
る
。

４
そ
の
他

�
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

�
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

ア
入
札
保
証
金

入
札
者
は
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
に
入
札
保
証
金
の
率
（
１００
分
の
５
以
上
）
を
乗

じ
た
額
を
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
埼
玉
県
財
務
規
則
（
昭
和
３９
年
埼
玉
県
規

－２－
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則
第
１８
号
。
以
下
「
財
務
規
則
」
と
い
う
。）
第
９３
条
第
２
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合

は
、
免
除
す
る
。

イ
契
約
保
証
金

契
約
の
相
手
方
は
、
契
約
金
額
に
契
約
保
証
金
の
率
（
１００
分
の
１０
以
上
）
を
乗
じ
た

額
を
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
財
務
規
則
第
８１
条
第
２
項
の
規
定
に
該
当
す
る

場
合
は
、
免
除
す
る
。

�
入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

こ
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
示
す
必
要
な
書
類
を
次

の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
平
成
２１
年
９
月
７
日
（
月
）
午
前
１０
時
ま
で
に
提
出
し
、
競
争
入
札

参
加
資
格
の
確
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
入
札
事
務
の
担
当
者
か
ら
、
提
出
し

た
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ア
「
埼
玉
県
電
子
入
札
共
同
シ
ス
テ
ム
」
を
利
用
す
る
場
合

同
シ
ス
テ
ム
か
ら
確
認
申
請
す
る
ほ
か
、
そ
の
他
の
必
要
な
書
類
を
３
�
の
提
出
場
所

ま
で
、
郵
送
又
は
持
参
に
よ
り
提
出
す
る
。

な
お
、
郵
送
に
よ
る
場
合
に
は
書
留
郵
便
と
し
、
上
記
の
期
限
内
に
必
着
の
こ
と
。

イ
紙
媒
体
の
入
札
書
を
郵
送
し
、
又
は
持
参
す
る
場
合

必
要
な
書
類
を
３
�
の
提
出
場
所
ま
で
郵
送
又
は
持
参
に
よ
り
提
出
す
る
。

な
お
、
郵
送
に
よ
る
場
合
に
は
書
留
郵
便
と
し
、
上
記
の
期
限
内
に
必
着
の
こ
と
。

�
競
争
入
札
参
加
資
格
の
付
与

２
�
に
定
め
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
本
県
所
定
の

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
た
上
、平
成
２１
年
８
月
２０
日（
木
）

午
後
５
時
ま
で
に
必
要
な
書
類
を
添
付
し
て
、
埼
玉
県
総
務
部
入
札
審
査
課
入
札
参
加
資
格

審
査
担
当
（
電
話
０４８

―８３０
―５７７５

（
直
通
）
〒
３３０

―９３０１
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区

高
砂
３
丁
目
１５
番
１
号
）
に
提
出
す
る
こ
と
。

�
入
札
の
無
効

次
に
掲
げ
る
入
札
書
は
、
無
効
と
す
る
。

ア
こ
の
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
提
出
し
た
入
札
書

イ
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
提
出
し
た
入
札
書

ウ
財
務
規
則
第
９７
条
又
は
埼
玉
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め

る
規
則
（
平
成
７
年
埼
玉
県
規
則
第
１０６
号
）
第
９
条
の
規
定
に
該
当
す
る
入
札
書

�
契
約
書
作
成
の
要
否

要

�
落
札
者
の
決
定
方
法

財
務
規
則
第
９４
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低

の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

�
低
入
札
価
格
調
査
制
度
に
係
る
調
査
基
準
価
格

設
定
し
な
い
。

	
支
払
条
件

発
注
者
埼
玉
県
は
、
適
法
な
代
金
請
求
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
３０
日
以
内
に
当
該
代
金
を

受
注
者
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。



そ
の
他
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

５
Sum
m
ary

�
N
ature

ofServices
Required

:
Lease,m

anagem
ent
and
m
aintenance

of
com
puter

equipm
ent
for
the
Saitam

a
C
ontents

M
anagem

entSystem
.

�
D
eadline

forSubm
issions

:
B
y
registered

m
ailorin

person
:5
:00
p.m
.,Septem

ber28,2009.
B
y
electronic

bidding
system

:12
:00
noon,Septem

ber29,2009.
�
C
ontactInform

ation
:

Public
Relations

D
ivision

W
eb
Inform

ation
Public

Services
D
epartm

ent,Saitam
a
PrefecturalG

overnm
entTakasago

3-15-1,
U
raw
a-ku,Saitam

a-shi,Saitam
a-ken

330-9301
Tel.048-830-2852

埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

届
出
の
概
要
等

イ

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
し
ま
む
ら
菖
蒲
店

－３－

第����号平成��年�月��日（火曜日）
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南
埼
玉
郡
菖
蒲
町
蓮
田
都
市
計
画
事
業
菖
蒲
北
部
土
地
区
画
整
理
事
業
十
街
区
�
他

ロ

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者

株
式
会
社
し
ま
む
ら

代
表
取
締
役

野
中

正
人

さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
二
丁
目
十
九
の
四

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

株
式
会
社
し
ま
む
ら

代
表
取
締
役

野
中

正
人

さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
二
丁
目
十
九
の
四

ハ

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
九
日

ニ

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

千
百
十
六
平
方
メ
ー
ト
ル

ホ

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

位
置

図
面
省
略

収
容
台
数

合
計

五
二
台

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

位
置

図
面
省
略

収
容
台
数

合
計

四
一
台

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

位
置

図
面
省
略

面
積

合
計

八
七
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

位
置

図
面
省
略

容
量

合
計

三
二
立
方
メ
ー
ト
ル

ヘ

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

午
前
十
時
か
ら
午
後
八
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
九
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
八
時
十
五
分

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

位
置

図
面
省
略

出
入
口

四
箇
所

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
〇
時
か
ら
翌
午
前
〇
時

ト

届
出
年
月
日

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
八
日

二

縦
覧
期
間

平
成
二
十
一
年
八
月
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
八
日
ま
で

三

縦
覧
場
所

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー

四

意
見
書
の
提
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ

意
見
書
提
出
期
間

平
成
二
十
一
年
八
月
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
八
日
ま
で

ロ

意
見
書
提
出
先

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
六
号

本
庄
市
か
ら
本
庄
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変

更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該

図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
七
号

本
庄
市
か
ら
本
庄
都
市
計
画
防
火
地
域
及
び

準
防
火
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送

付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十

三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整

備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
八
号

本
庄
市
か
ら
本
庄
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変

更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該

－４－
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埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
七
条
の
二
十
一
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
指
定
確
認
検
査
機
関
か
ら
住
所
及
び
確
認
検
査
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
の
変
更

の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

指
定
番
号

名

称

変
更
後
の
住
所

変
更
後
の
事
務
所
の

所

在

地

住
所
及
び
事
務

所
の
所
在
地
の

変

更

日

埼
玉
県
知

事
第
四
号

財
団
法
人

さ
い
た
ま

住
宅
検
査

セ
ン
タ
ー

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
岸

町
七
丁
目
十
二
番
三
号

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
岸

町
七
丁
目
十
二
番
三
号

（
さ
い
た
ま
中
央
事
務

所
）

平
成
二
十
一
年

七
月
二
十
一
日

図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

発 行 日

毎

週

火
曜
日
・
金
曜
日

購読料金

一
年
四
万
三
千
四
百
円

（
郵
便
料
金
を
含
む
。）

発 行 者

埼

玉

県

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

〇
四
八
―
八
二
四
―
二
一
一
一（
代
表
） 埼

玉
県
報
ホ

�ム
ペ

�ジ
ア
ド
レ
ス

http
://w

w
w
.pref.saitam

a.lg.jp/A
01

/B
A
00/kenpouhom

e/fr_top.htm

印 刷 所

関

東

図

書

株

式

会

社

さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
三
―
一
―
一
〇

〇
四
八
―
八
六
二
―
二
九
〇
一（
代
表
）

再生紙を使用しています。 －５－

第����号平成��年�月��日（火曜日）
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